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５月になり、新緑がきれ

いな季節になりました。旅

行などしたくなりますね。

外出先で体調不良を起こし

たときに必要なのは病院に

かかるための健康保険。 

今回は皆さんが何気なく使用している健康保険について

簡単に説明させていただきます。 

 

健康保険の種類 

健康保険の種類は３つに分けることができます。 

代表的なものとして、自営業やフリーランスが加入する

「国民健康保険」、民間企業や公務員が加入する「被用者

保険」、高齢者が加入する「後期高齢者医療制度」が挙げ

られます。 

 

 

医療費の自己負担割合については、年齢層によって異な

ります。 

後期高齢者医療制度に加入する 75 歳以上は 1 割、70

～74 歳までは 2 割、70 歳未満は 3 割、6 歳（義務教

育就学前）未満は 2割です。 

ただし、70 歳以上でも、現役並み所得者は 3 割になり

ます。これらは医療保険制度全体に共通するルールです。 

 

国民健康保険のしくみ 

国民健康保険は 75 歳未満のすべての人に加入する義務

があります。ただし、「会社の健康保険や公務員の共済制

度などに加入している人」、「生活保護を受けている人」

については除外となります。 

保険料は住民票の世帯単位で「加入している人数」「年齢」

「前年の所得金額」をもとに計算が行われます。 

納付義務者は世帯主となります。世帯主本人は国民健康

保険の加入者でなくても、世帯の中に加入者がいれば世

帯全員分の保険料（税）を収めることになります。 

なお、国民健康保険には被扶養者という考え方はありま

せん。世帯の加入者が多ければ保険料総額も高くなりま

す。 

被用者保険のしくみ 

「被用者保険」は、被用者の保険であり、被用者とは企

業などに雇われた人のことを言います。 

 

保険料については勤務先の会社・学校などと被保険者が

折半して負担する「労使折半」です。 

なお、加入者(被保険者)本人と生計を同一とする配偶者

や子供・親を扶養家族に入れることができます。被扶養

者の有無や人数によって保険料が変わることはないです。 

後期高齢者医療制度のしくみ 

原則として 75 歳以上が加入するのが、後期高齢者医療

制度になります。ただし、65 歳以上 74 歳未満で一定

の障害がある場合には、本人の申請により、後期高齢者

医療制度に加入することができます。 

保険料については一定の条件のもと、老齢基礎年金など

から差し引かれます。世帯主ではなく被保険者一人一人

が保険料を納めることが、国民健康保険と違うところで

す。 
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